
川崎市交通局規程第３６号 

 川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  令和７年１１月２８日 

川崎市交通事業管理者          

交通局長 水 澤 邦 紀     

 

   川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程 

 川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和２９年交通部規程第６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

上平間 川崎駅・ＪＥＲＡ川崎

火力発電所前 

市営埠頭 

〃 川崎駅 〃 

〃 〃 塩浜営業所前 

〃 妙光寺前 川崎駅ラゾーナ広場 

                                 」 

を 

「 

上平間 妙光寺前 川崎駅ラゾーナ広場 

                                 」 

に、 

「 

〃 〃 川崎駅 

〃 中丸子・上平間・神明

町 

川崎駅ラゾーナ広場 

〃 〃 川崎駅 

上平間 神明町 川崎駅ラゾーナ広場 

〃 〃 川崎駅 



                                 」 

を 

「 

〃 中丸子・上平間・神明

町 

川崎駅ラゾーナ広場 

上平間 神明町 川崎駅ラゾーナ広場 

                                 」 

に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年１２月１日から施行する。 


